
令和８年度ふっかちゃん専用公用車広告募集要項 

 

市では、市有財産の有効活用による自主財源の確保と地域経済の活性化を図るた

め、ふっかちゃん専用公用車を広告媒体として利用し、民間企業等の広告を有料で

掲載します。広告の掲載内容等についてふっかちゃん専用公用車広告掲載基準に定

めるほか、次の事項を定めて広告掲載を希望する方を募集します。 

 

 

１ 募集内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公用車車種 

台数 

トヨタシエンタ 

１台 

 

走行距離：年間約５，０００キロメートルを予定 

走行範囲：主に県内及び隣接県を予定 

※距離及び範囲は使用状況により変動し保証するものではあ

りません。 

 

募集枠 

 

左側面２枠 

右側面２枠 

後面２枠 

 

同一の面２枠に同じ企業広告を掲載することはできません。
（両側面及び後面１枠ずつは可能、一事業者最大３枠）また、

左右後部座席ドア付近の広告は、マグネット式シートによる掲

載に限定します。 

最低 

広告掲載料 

月額 

５，０００円 

 

広告掲載料は、原則、入札方式により最高価格を提示し

た申込者の金額で決定します。なお、広告掲載料の金額

単位は１，０００円単位とします。 

 

※広告スペース（赤丸部分） 

公用車広告募集 



２ 広告掲載期間 

令和８年４月１０日～令和９年３月３１日（３５６日間） 

 

 

３ 広告掲載特典 

   広告掲載となった場合は、広告主の希望により、ふっかちゃん専用公用車を

無料で借り受けることができます。 

  （１）車両借り受けの注意事項 

    ア 市の依頼に基づき、市のプロモーション活動に関する資料の展示又は

配布を行っていただきます。 

イ 車両の借り受けは、広告掲載箇所の数に応じて年３回を限度とし、広

告掲載年度を超えては認めません。 

ウ ふっかちゃん専用公用車に係る自動車保険は、広告主の負担により、

加入いただきます。 

    エ 公務の都合により、借り受けできない場合があります。 

    オ 車両借受日の３箇月前から７日前までの間に申請してください。 

  （２）その他詳細 

別添「ふっかちゃん専用公用車貸出要綱」を参照してください。 

 

 

４ 申込資格 

深谷市及びふっかちゃんを応援する事業者・団体等で、「２ 広告掲載期間」

に広告掲載することができる事業者・団体等とします。 

 

 

５ 申込方法 

（１）提出書類 

ア ふっかちゃん専用公用車広告掲載申込書（様式第１号） 

イ 広告デザイン案 

ウ 企業概要がわかる書類 

エ 直近の法人市（区、町、村）民税証明書（滞納がない証明） 

 

（２）募集期間等 

ア 募集期間 令和８年２月１２日（木）から令和８年３月６日（金） 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

イ 受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

ウ 提出方法 提出書類を封筒に封入・糊付けの上、押印をし、窓口へ持参す

るか郵送してください。（郵送の場合は３月６日必着） 

       深谷市役所協働推進課 （本庁舎２階２１番窓口） 

         〒３６６－８５０１ 

         埼玉県深谷市仲町１１－１ 

         ※郵送の場合、封書に「広告掲載申込」と記載してください。 



 

 

６ 決定方法及び広告掲載料の納入 

（１）申込者の広告内容を審査し、その内容が適切であると認めたときは、最も高

い広告掲載料を提示した申込者を広告主として決定します。複数の応募があ

った場合は、広告掲載料の高い順に決定します。 

（２）広告掲載の可否を決定したときは、その結果をふっかちゃん専用公用車広告

掲載決定通知書又はふっかちゃん専用公用車広告不掲載決定通知書により

申込者に送付します。 

（３）広告主は、令和８年４月に市から送付する納付書により、掲載期間中の広告

掲載料の全額を指定の期日まで納入してください。 

 

 

７ 広告の作成等 

（１）広告は、広告主の責任において作成し、その費用はすべて広告主の負担とし

ます。また、公用車への広告の貼付及び剥離についても、広告主の負担及び

責任において行うものとします。 

（２）広告主は、公用車への広告の貼付及び剥離を行うときは、公用車の運行業務

に支障を来さないよう日程、工程等を市と協議し、市の指示に従うものとし

ます。なお、貼付時期は令和８年４月上旬、剥離時期は令和９年４月上旬を

予定しています。 

（３）公用車への広告の貼付又は剥離により、公用車の車体表面、塗装、構造等を

毀損又は破損したときは、当該広告主が経費を負担して原状回復するものと

します。 

 

 

８ 要綱・基準 

その他、申込等に当たって、次の要綱、基準の規定を遵守してください。 

（１）ふっかちゃん専用公用車広告掲載基準 

（２）ふっかちゃん専用公用車貸出要綱 

 

 

９ 問合せ先 深谷市役所協働推進部協働推進課シティセールス推進係 

電  話：048-574-6658 ＦＡＸ：048-501-5222 

E-mail：fukka@city.fukaya.saitama.jp 

 

 


